
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第１７回総務・企画・議会小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１５年５月２０日(火) 

        午前９時３０分 

場所 ： 丹後町役場２階第４会議室 

 

 



次   第 
１ 開会 
 
２ 委員紹介 
 
３ 委員長の選任 
 
４ 議題 

（１）協議第 １ 号  ８ 地方税の取扱いに関すること（その２） 
 
（２）協議第 ３ 号 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 
 
（３）協議第 ４ 号 １９－ １ 自治会、行政連絡機構の取扱い 
 
（４）協議第 ５ 号 ２１－ ７ マイクロバスの取扱い 
 
（５）協議第 ６ 号 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること（その２） 
 
（６）協議第 ７ 号 ２１－１３ 町営バス事業の取扱い 
 
（７）協議第 ８ 号 ２１－１５ 指定金融機関の取扱い 
 
（８）次回の議題について 
    
   ①  ９ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 
   ② １０ 特別職等の身分の取扱いに関すること 
   ③ １１ 条例、規則の取扱いに関すること 
   ④ １２ 事務機構及び組織の取扱いに関すること 
   ⑤ １４ 使用料及び手数料等の取扱いに関すること 
   ⑥ １６ 各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること 
   ⑦ その他 
 
（９）次回の小委員会の日程 

      日程 平成１５年６月１７日(火) 午前９時３０分 
      場所 丹後町役場２階第４会議室 
 
５ その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ５ 都市計画税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 納税義務者 

 

 

 

２ 税率 

 

 

３ 課税標準 

 

 

４ 納期 

 

 

５ 徴収方法 

 

 

６ 都市計画区域 

 

都市計画区域内に所在する土地

及び家屋の所有者 

 

 

０．１１／１００ 

 

 

法定どおり 

 

 

固定資産税の納期と同じ 

 

 

固定資産税とあわせて徴収 

 

 

町内全域（市街化線引きなし） 

 

ただし、以下の区域内に所在する

土地・家屋には都市計画税を課さ

ない。 

①農業振興地域の整備に関する

法律第８条第２項第１号に規定

する農用地区域 
②森林法第５条第２項第１号に

規定する森林の区域（都市計画法

第８条第１項に規定する用途地

域を除く） 
③地方税法第３４１条第１項第

２号に規定する土地のうち原野

の区域（都市計画法第８条第１項

に規定する用途地域を除く） 
 

 

該当なし 

 

都市計画区域内に所在する土地

及び家屋の所有者 

 

 

０．２／１００ 

 

 

法定どおり 

 

 

固定資産税の納期と同じ 

 

 

固定資産税とあわせて徴収 

 

 

網野、浅茂川、下岡、小浜地内 

 

 

該当なし 

 

該当なし 

 

該当なし 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町都市計画税条例 大宮町税条例 網野町税条例 丹後町税条例 弥栄町税条例 久美浜町税条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 ５ 都市計画税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

 一元化に調整の上、新市に移行する。税率は一旦ゼロとし、新市において都市計画の見直しに併せて、改めて税率

を設定するものとする。 

 

 

 

 

１．都市計画の見直しは、合併に伴い必要となるが、この見直し作業については合併後におこなわれるため、見直しさ

れ、かつ、その変更認可については数年を要する。 

 

２．合併に伴い、市域の中で都市計画税の課税について、新たな不均衡が生まれることになる。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

近隣団体及び合併先進地の状況   （都市計画税の限度税率は０．３） 
 税 率 備                          考 

福知山市 ０．１ ただし、固定資産税率は１．５ （標準税率は１．４） 
舞鶴市 － ただし、固定資産税率は１．６ 
綾部市 ０．１ ただし、固定資産税率は１．５ 
宮津市 ０．１ ただし、固定資産税率は１．５ 
篠山市 － 従来から課税していない 
さぬき市 － 従来から課税していない 
西東京市 ０．３ 田無０．２６ 保谷０．２２ 合併時は０．２４に調整するが、２年後に０．３ 
潮来市 ０．３ 潮来０．３０ 牛堀０    合併特例により３年間は従前のとおり。 旧牛堀は３年後に０．２ その翌年に０．３とし、最終的には、０．３  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

 

      

半島振興法関係  該当事業所の固定資産に対し、

３年度分に限り次の税率を適用

する。 

初年度 ０．１０％ 

第２年度 ０．３５％ 

第３年度 ０．７０％  

 該当事業所の固定資産に対し、

３年度分に限り次の税率を適用

する。 

初年度 ０．１４％

第２年度 ０．３５％

第３年度 ０．７０％ 

 該当事業所の固定資産に対し、

３年度分に限り次の税率を適用

する。 

初年度 ０．１０％

第２年度 ０．３５％

第３年度 ０．７０％ 

 該当事業所の固定資産に対し、

３年度分に限り次の税率を適用

する。 

初年度 ０．１４％

第２年度 ０．３５％

第３年度 ０．７０％ 

 該当事業所の固定資産に対し、

３年度分に限り次の税率を適用

する。 

初年度 ０．１４％

第２年度 ０．３５％

第３年度 ０．７０％ 

なし 

根拠条例・要綱・規則等       

  

６－２【課税免除及び不均一課税】 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 税務部会 

分    類 １ 固定資産税 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 
半島振興法における税条例の特例は、大宮町の例により一元化に調整の上、新市へ移行する。 

 

 

 

［半島振興法関係］ 

  税条例の特例を設けている町と設けていない町がある。 

  初年度の税率に差異がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

現                   況 

項    目  

１ 丹後広域消防組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成市町村 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町

設立年月日 昭和62年3月5日
事務内容 消防に関する事務
職員数 93人

事務所の位置
〒627-0011　京都府中郡峰山町字丹波826番地の1
電話0772-62-0110　FAX0772-62-6119

管理者 峰山町長
副管理者 管理者以外の関係町の長の職にある者
収入役 峰山町収入役

議員定数 12人（関係町の定数2）
議員任期 関係町の議会の議員の任期
監査委員 監査委員２人

経費
国庫支出金、地方債、関係町の分担金、手数料及びその他の収入をもって支
弁する。分担金は、関係町の地方交付税の消防費に係る基準財政需要額の比
率により算出した額をもって分賦する。  

1,200.0㎡
木造

非木造 2,574.2㎡
計 2,574.2㎡

19
19

3,298千円

3,298千円
223,650千円

無

平成13年3月31日現在

財政調整基金
その他
計

乗用車
貨物車
その他
計

主
な
財
産

債
務

備考

土地・建
物

車両等

基金

債務負担行為に基づく平成14
年度以降の支出予定額

地方債等

建物

土地

 

 
 
 
 
 

２ 奥丹後養老施設組

合 

 

構成市町村 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町
設立年月日 昭和33年11月5日
事務内容 養護老人ホームの経営管理
職員数 27人（正職員15人、臨時職員12人）

事務所の位置
〒627-0111京都府竹野郡弥栄町字溝谷4206　満寿園
電話0772-65-2558　FAX0772-65-2971

管理者 弥栄町長
副管理者
収入役

議員定数 6人（関係町の町長、組合管理者町にあっては助役）

議員任期
監査委員

経費
法令により組合に属する収入、寄附金及び賦課金をもってこれにあてる。
賦課金は人口割（国調）をもって組合議会の議決を経て組合を組織する町に
賦課する。  

3,618.0㎡
木造

非木造 1,770.9㎡
計 1,770.9㎡

２台
１台

３台

3,389千円
3,389千円
36,100千円

42,900千円

平成14年3月31日現在

主
な
財
産

債
務

備考

土地・建
物

車両等

基金

債務負担行為に基づく平成14
年度以降の支出予定額

地方債等

建物

土地

財政調整基金
その他
計

乗用車
貨物車
その他
計

 

根拠条例・要綱・規則等  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 
丹後広域消防組合、竹野川環境衛生組合、峰山・大宮公共下水道組合及び竹野郡塵芥処理組合は、合併の前日をも

って解散し、その事務事業、財産及び職員についてはすべて新市に引継ぐ。 
 また、丹後地区広域市町村圏事務組合、京都府市町村交通災害共済組合、京都府町村議会議員公務災害補償等組合、

京都府自治会館管理組合、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合、京都府市町村職員退職手当組合及び丹後地区土

地開発公社は、合併の前日をもって脱退し、新市において加入する。 
なお、奥丹後養老施設組合は、合併の前日をもって解散し、債務については新市に引継ぐ。 
 

 

１ 一部事務組合等 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

現                   況 

項    目  

３ 竹野川環境衛生組

合 

 

構成市町村 峰山町・大宮町・丹後町・弥栄町

設立年月日 昭和40年6月10日
事務内容 し尿処理施設・火葬場の設置経営管理、し尿・汚泥の収集運搬処理

職員数 12人（正職員7人、臨時職員5人）

事務所の位置
〒627-0131　京都府弥栄町字和田野小字下太田38-1
　　　　　　竹野川衛生センター内
電話0772-65-2836　FAX0772-65-3399

管理者 弥栄町長
副管理者 峰山町長・大宮町長・丹後町長
収入役

議員定数 12人（関係町3人）
議員任期 組合町の議会の議員の任期
監査委員 監査委員２人

経費

分担金は、最近の国勢調査の結果による人口比率をもって、組合町が分担
し、当該年度の４月末日と10月末日の２期に分納するものとする。
し尿処理施設建設に係る経費（地方債の元利償還金を含む。）は、国庫等支
出金、地方債、その他の収入及び分担金をもってあてる。
分担金は、次の割合をもって組合町が分担し、当該年度の４月末日と10月末
日の２期に分納するものとする。ただし、過不足が生じたときは、当該年度
の３月末日までに精算し、組合町へ追徴又は返納するものとする。
　　　峰山町　　100分の41.5
　　　大宮町　　100分の29.6
　　　丹後町　　100分の22.0
　　　弥栄町　　100分の 6.9
火葬場建設費にかかる起債が償還されるまでの間の償還は次の割合をもって
組合町が分担する。
　　　峰山町　　100分の50.0
　　　大宮町　　100分の15.5
　　　丹後町　　100分の14.5
　　　弥栄町　　100分の20.0

 

9,129.17㎡
木造

非木造 3,445.64㎡
計 3,445.64㎡

1台
1台
4台（霊柩車2台・バキューム車2台）
6台
89,624,288円

89,624,288円
2,427,563,465円

平成14年3月31日現在

主
な
財
産

債
務

備考

土地・建
物

車両等

基金

債務負担行為に基づく平成14
年度以降の支出予定額

地方債等

建物

土地

財政調整基金
その他
計

乗用車
貨物車
その他
計

 

 

根拠条例・要綱・規則等  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

  

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

現                   況 

項    目  

４ 峰山・大宮公共下

水道組合 

 

構成市町村 峰山町・大宮町

設立年月日 平成6年4月1日
事務内容 公共下水道の設置管理運営
職員数 ９人（３月３１日現在、ただし、４月１日は１０人）

事務所の位置
〒627-8567京都府中郡峰山町字杉谷889　峰山町役場内
電話0772-62-7719　FAX0772-62-6716

管理者 峰山町長
副管理者 大宮町長・峰山町助役・大宮町助役
収入役 峰山町収入役

議員定数 12人（関係町6人）

議員任期 関係町の議会の議員の任期
監査委員

経費

補助金、地方債、関係町の分担金、受益者の分担金、使用料及びその他の収
入をもって充てる。
分担金は、次の割合により算出した額をもって分賦する。
　計画区域面積比割　３分の１
　計画人口比割　３分の１
　計画汚水量比割　３分の１  

48,934㎡
木造

非木造 2,726㎡
計 2,726㎡

2台

2台
100,000,000円
44,420,000円

144,420,000円

平成14年3月31日現在

財政調整基金
その他
計

乗用車
貨物車
その他
計

主
な
財
産

債
務

備考

土地・建
物

車両等

基金

債務負担行為に基づく平成14
年度以降の支出予定額

地方債等

建物

土地

 

５ 竹野郡塵芥処理組

合 

 

 

構成市町村 網野町・丹後町・弥栄町

設立年月日

事務内容 一般廃棄物最終処分場の設置及び運営管理
職員数 ５人（正職員２人＜構成町から派遣＞、併任職員３人）

事務所の位置
〒629-3101　京都府竹野郡網野町字網野353-1
　　　　　　網野町役場内
電話0772-72-6603　FAX0772-72-6603

管理者
副管理者
収入役
議員定数 ９人（関係町から各3人）
議員任期 組合町の議会の議員の任期
監査委員
経費  

38,922.79㎡
木造 －

非木造 2,699.927㎡
計 2,699.927㎡

2台
5台
7台

1,430,329,496円

18,000,000円

平成14年3月31日現在

財政調整基金
その他
計

乗用車
貨物車
その他
計

主
な
財
産

債
務

備考

土地・建
物

車両等

基金

債務負担行為に基づく平成14
年度以降の支出予定額

地方債等

建物

土地

 

 

根拠条例・要綱・規則等  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

  

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 4

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

現                   況 

項    目  

６ 丹後地区広域市町

村圏事務組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成市町村
宮津市・加悦町・岩滝町・伊根町・野田川町・峰山町・大宮町・網野町・丹
後町・弥栄町・久美浜町

設立年月日 平成3年2月20日
事務内容 広域市町村計画の策定、事業実施の連絡調整、広域的事業の実施

職員数 5人（専任2、兼任1、嘱託1）

事務所の位置
〒626-8501京都府宮津市字柳縄手345-1　宮津市役所内
電話0772-22-8334　FAX0772-22-8334

理事長 宮津市長
副理事長 峰山町長
収入役 宮津市収入役

議員定数 11人
議員任期 関係市町の議会の議員の任期
監査委員 監査委員２人

経費

関係市町の分担金、補助金その他の収入をもって充てる。
分担金は、次の割合により当該関係市町に分賦する。
(1)　均等割　40パーセント
(2)　人口割　60パーセント   

 

７ 京都府市町村交通

災害共済組合 

 

構成市町村 向日市、長岡京市、城陽市、八幡市、京田辺市、府内全町村

設立年月日 昭和43年4月10日
事務内容 交通災害共済に関する事務
職員数 0人（京都府町村会）

事務所の位置
〒602-8048　京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町149-1
　京都府自治会館内（京都府町村会）
電話075-411-0200（京都府町村会）　FAX075-411-0090（京都府町村会）

管理者
副管理者
収入役

議員定数 11人（与謝郡、中郡、竹野郡、熊野郡　３人）
議員任期 2年
監査委員

経費

交通災害共済加入者の掛金、利息その他の収入をもって支弁するものとす
る。
各年度における組合の収入金をもって支出金に不足を生ずる場合において必
要あるときは、組合市町村が負担する。
不足額は、当該会計年度の末日における組合市町村ごとの加入者数に応じて
負担するものとする。

  

根拠条例・要綱・規則等  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

  

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 5

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

現                   況 

項    目  

８ 京都府町村議会議

員公務災害補償等

組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成市町村 全町村

設立年月日 昭和62年3月5日
事務内容 議員の公務災害補償等に関する事務
職員数 3人

事務所の位置
〒602-8048　京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町149-1
京都府自治会館内
電話075-411-0234　FAX075-411-0235

管理者
副管理者
収入役

議員定数 9人（与謝郡、中郡、竹野郡、熊野郡　３人）
議員任期 2年
監査委員 監査委員２人

経費
組合町村の負担金、準備積立金、組合の財産から生ずる収入およびその他の
収入をもってあてる。   

 
 
 
 
 

９ 京都府自治会館管

理組合 

 

構成市町村 京都市を除く全市町村

設立年月日

事務内容 京都府自治会館の設置管理運営
職員数 5人

事務所の位置
〒602-8048　京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町149-1
 京都府自治会館内（京都府町村会）
電話075-411-0202（京都府町村会）　FAX075-411-0090（京都府町村会）

管理者
副管理者
収入役

議員定数 6人（市長2、町村長2、市議会議長1、町村議会議長1）
議員任期 2年
監査委員
経費   

根拠条例・要綱・規則等  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

  

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 6

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

現                   況 

項    目  

10 京都府住宅新築資

金等貸付事業管理

組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成市町村
京都市、城陽市、向日市を除く全市、大山崎町、久御山町、宇治田原町、山
城町、野田川町を除く全町

設立年月日
事務内容 住宅新築資金等に係る債権管理及び地方債の償還に関する事務
職員数 13人（専任2人、併任4人、嘱託7人）

事務所の位置
〒602-8048　京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町149-1
京都府自治会館内
電話075-417-4545　FAX075-451-5300

管理者
副管理者
収入役

議員定数 10人（宮津市、与謝郡、中郡、竹野郡、熊野郡　３人）
議員任期 ２年
監査委員
経費   

 
 
 
 
 

11 京都府市町村職員

退職手当組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成市町村 網野町を除く全町村、一部事務組合（２４）、向日市、京田辺市
設立年月日 昭和37年12月25日
事務内容 退職手当の支給
職員数 8人

事務所の位置
〒602-8048　京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町149-1
京都府自治会館内（京都府町村会）
電話075-411-0200（京都府町村会）　FAX075-411-0090（京都府町村会）

管理者
副管理者
収入役

議員定数 13人（与謝郡、中郡、竹野郡、熊野郡　4人）
議員任期 2年
監査委員
経費   

根拠条例・要綱・規則等  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

  

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 7

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

現                   況 

項    目  

12 丹後地区土地開発

公社 

 

 

構成市町村
宮津市・加悦町・岩滝町・伊根町・野田川町・峰山町・大宮町・網野町・丹
後町・弥栄町・久美浜町

設立年月日 昭和48年3月20日
事務内容 公共用地、公用地等の取得、管理、処分等に関する事務
職員数 1人

事務所の位置
〒626-8501京都府宮津市字柳縄手345-1　宮津市役所内
電話0772-22-2121　FAX0772-22-1691

理事長 宮津市長
副理事長 峰山町長

役員 理事12名、監事2名
役員任期 ２年

基本財産
宮津市1,000千円、加悦町・岩滝町・伊根町・野田川町・峰山町・大宮町・
網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町・各300千円、京都府3,000千円   

  

 

根拠条例・要綱・規則等  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類  １ 一部事務組合等 分科会名  

 

課     題 調 整 結 果 

  

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １９－１ 自治会、行政連絡機構の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 区、自治会等 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 行政連絡機

構 

峰山町峰山地区区長会（旧町） 峰山町区長協議会（旧村） 

 

大宮町自治会連絡協議会 

 

網野町区長連絡協議会 

 

丹後町連合区長会 

 

弥栄町区長協議会 

 

久美浜町区長連絡協議会 

 

①役員体制 会長  １名 

副会長 ２名 

会計  １名 

監査  ２名 

任期 １年 

会長  １名 

副会長 １名 

 

 

任期 １年 

会長  １名 

副会長 １名 

会計  １名 

監事  ２名 

任期 １年 

会長  １名 

副会長 １名 

会計  １名 

監事  ２名 

任期 １年 

会長  １名 

副会長 １名 

 

 

任期 １年 

会長   １名 

副会長  ２名 

庶務会計 １名 

 

任期 １年 

会長   １名 

副会長  ２名 

庶務会計 １名(総務課職員 

 

任期 １年 

②事務局 総務課（一部） 農林課 企画商工課 総務課 総務課 総務課 総務課 

２月 区長会 

    １９区長出席 

３月 春期総会 

    １９区長出席 

９月 視察研修 

    １９区長出席 

１月 年度末総会 

    １９区長出席 

３月 代表区長会 

     ５区長出席 

    総会 

     １８区長出席 

５月 代表区長会 

     ５区長出席 

 ６月 代表区長会（農業）

     ５区長出席 

 ７月 視察研修（農業） 

     １８区長出席 

１１月 代表区長会 

     ５区長出席 

１月 総会 １８区長出席

 

③年間スケ

ジュール 

４月 区長会（予算説明・意見交換）３７区長出席 

１０月 区長会（決算報告・意見交換）３７区長出席 

２月 区長会（各種説明）

    １６区長出席 

４月 区長会（予算説明）

    １６区長出席 

６月 自治連視察研修 

    （２泊３日） 

    １６区長出席 

１２月 区長会（意見交換）

     １６区長出席 

随時 自治連役員会 

      ５区長出席 

 ２月 協議会（役員選出） 

    １１区長出席 

 ４月 協議会（事業計画） 

    １１区長出席 

 ４月 区長会（予算説明） 

５１区長出席 

 ８月 協議会（理事者懇

談） 

    １１区長出席 

１２月 協議会（決算） 

    １１区長出席 

１２月 区長会（町報告） 

５１区長出席 

 随時 協議会役員会 

    会長、副会長、会計 

    の三役が出席 

 ４月 区長会（予算説明）

１２月 区長研修 

    （１泊２日） 

 ２月 区長会（意見交換）

 

 随時 連合区長会 

４月 区長会（予算説明）

以降随時年４回程度

１５区長出席 

１０月 視察研修 

２月 区長連（活動計画） 

     ９区長出席 

 区長会（事業説明） 

     ７１区長出席 

５月 区長連（協議） 

     ９区長出席 

６月 区長連（協議） 

     ９区長出席 

７月 区長会（事業説明） 

     ７１区長出席 

９月 視察研修 

     ９区長出席 

１２月 区長連（決算） 

     ９区長出席 

根拠条例・要綱・規

則等 

      

 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１ 自治会、行政連絡機構の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 区、自治会等 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

 単位行政区の組織については現行のとおりとし、地域コミュニティの維持・強化を図るとともに、新市の一体性を

確保するため、新市発足時に新たに連合組織を設置する。なお、区への依頼事務などの行政効率を高めるため、地域

性を考慮しながら連合区等一定の条件で統合できるかどうかの検討を新市において行う。 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 2

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 １９－１ 自治会、行政連絡機構の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 区、自治会等 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 区への依頼事務 広報紙（月１回）・お知らせ版（月

2回）の配布、ポスター、ちらし

等の配付 

簡易な調査、確認、諸連絡 

災害時の通報連絡 

公的募金の取りまとめ 

敬老会案内、出席者取りまとめ 

民生児童委員の人選協議 

その他町の要請に関する協力 

（以下、別途にて経費交付） 

廃棄物減量等協力費 

選挙公報配付 

道路除雪 

河川環境整備 

町道維持補修（草刈作業） 

地域生活路整備 

交通災害共済の取りまとめ 

広報誌（月１回）お知らせ版の配

付、ポスター、ちらし等の回覧 

各種事業への参加、協力 

簡易な調査、確認、諸連絡 

災害時の通報連絡 

公的募金の取りまとめ 

交通災害共済の取りまとめ 

農業委員会選挙人名簿登録申請 

償却資産申告書の配布、回収 

町道・農道等草刈場所取りまとめ

事業要望のとりまとめ 

敬老会案内、出席者取りまとめ 

表彰等候補者、敬老会世話役推薦

総合検診案内等配布と回収 

総合検診・事後指導会場の借用 

その他町の要請に関する協力 

（以下、別途にて経費交付） 

選挙公報配付・町道の維持管理 

境界確定立会・転作確認 

分別ごみ回収協力 

広報誌（月１回）お知らせ版の配

付、ポスター、ちらし等の回覧 

簡易な調査、確認、諸連絡 

災害時の通報連絡 

公的募金の取りまとめ 

公民館・グラウンド等施設菅理 

総合検診診査申込書回収 

その他町の要請に関する協力 

（以下、別途にて経費交付） 

敬老会開催 

交通災害共済の取りまとめ 

資源ごみ分別活動 

自然公園施設等管理 

河川清掃 

指定文化財菅理委託 

広報誌（月１回）お知らせ版（月

２回）の配付、ポスター、ちらし

等の回覧 

簡易な調査、確認、諸連絡 

災害時の通報連絡 

公的募金の取りまとめ 

交通災害共済加入促進 

敬老会参加取りまとめ、当日付き

添い、記念品配布等 

個人住宅新築、増築等状況調査 

町関連事業の区民周知、啓発 

（以下、別途にて経費交付） 

町税の徴収 

国保税の徴収 

介護保険料の徴収 

上下水道料の徴収 

粗大・散乱ごみ追放一斉清掃 

広報誌（月１回）お知らせ版の配

付、ポスター、ちらし等の回覧 

簡易な調査、確認、諸連絡 

災害時の通報連絡 

公的募金の取りまとめ 

要望事項取りまとめ 

下水利用実人数調査 

境界確定立会・町営住宅空家募集

転作確認・災害調査 

農業委員会選挙人名簿登録申請 

リサイクル指導員の人選 

敬老会案内、出席者取りまとめ 

検診案内等配布と回収 

文化財の協力要請 

（以下、別途にて経費交付） 

選挙公報 

河川環境整備 

ゴミ袋販売 

新築、滅失家屋調査協力 

広報誌（月１回）お知らせ版の配

付、ポスター、ちらし等の回覧 

簡易な調査、確認、諸連絡 

災害時の通報連絡 

公的募金の取りまとめ 

新増築・取壊し家屋の調査・報告

等税務協力 

健康保険証・老人保険証の配付 

敬老会での記念品配付 

（以下、別途にて経費交付） 

選挙公報配付 

交通災害加入推進事務 

集合税の納付書配付、集金 

上下水道料納付書配布、集金 

税・料の振替推進事務 

健康づくり推進員推薦 

資源ごみ分別指導 

地区敬老会開催 

① 行政連絡 区を経由して各世帯に連絡 区を経由して各世帯に連絡 区（連合区を含む）を経由して各

世帯に連絡 

区を経由して各世帯に連絡 区を経由して各世帯に連絡 区を経由して各世帯に連絡  

② 行政文書配布 毎週火曜日、金曜日に区長宅又は

公民館に持ち込み、区を通じて配

付 

旧町及び旧村職員のいない区は

総務課が区長宅へ持ち込み 

旧村は職員が区長宅へ持ち込み 

一般文書（毎週木曜日） 

広報（毎月第１木曜日） 

おしらせ版（毎月第１、３木曜日）

 

区長宅又は公民館に持ち込み、区

を通じて配付 

定例配付は、毎月２回で10 日と

25日。 

 急を要するもの（選挙公報）に

限り適宜依頼。 

 区長あて文書については、全て

郵送。 

毎週水曜日配布。町職員が在住の

区長宅へ直接持参（職員のいない

地区は郵送）。 

毎週 火曜日、木曜日に職員によ

り配付。 

遠方及び配付物により郵送 

毎月１日､１５日の２回、職員及

び郵送により各区区長に配付｡ 

急を要するもの（選挙公報等）に

限り適宜依頼。 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町の区及び区長等の設置に

関する条例及び施行規則 

自治振興補助金等交付要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１ 自治会、行政連絡機構の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 区、自治会等 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

市からの配布文書等は、期日を定めて配布し、区を通じて各家庭に配布するなど、新市における区への依頼事務に

ついては、その整理・統合を含めて検討する。また、区・自治会等の支援は調整の上一元化し、引き続き新市におい

ても支援する。 

各町ともほぼ同様の業務を区へ依頼しているが、若干の差異がある 

町において特別に区へ依頼している事務については、別枠で委託金や交付金の支払いを行っている。 

行政連絡を行うための区組織とそのあり方について、整理が必要 

配付物が年々増大している。 

行政として区を通じて配付する文書については、明確な基準を設ける必要がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業の現況（№１） 

合併協定項目 ２１―７ マイクロバスの取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ マイクロバス 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 台数 

 

 

１台 

 ２９人乗り 

 

 

２台 

２９人乗り ２台 

 

２台 

  ２９人乗り １台 

  ４２人乗り １台 

 

３台 

２６人乗り  １台 

２９人乗り  １台 

４２人乗り  １台 

 

３台 

２９人乗り  １台 

４２人乗り  ２台 

 

 

 

1台 

２６人乗り １台 

 

２ 運行、管理 （使用の範囲） 

①町の通常業務遂行上必要と

する場合 

②町職員が行事、研修、視察

に必要とする場合 

③町が主催する事業で特に必

要と認める場合 

④おおむね15名以上で日帰り

が原則 

 

総務課管理 

 

（使用目的） 

『１号車』 

①町の広報、公聴活動及び研

修に使用する場合 

②町の行政推進のため町長が

特に必要と認めた場合 

③町内の各種団体が事業を行

うため車を必要とする場合 

④交通安全のため町内の者が

葬儀において竹野川斎場ま

で利用する場合１回7,000円

の実費弁償を徴して使用さ

せることができる 

  『２号車』 

①保育所の保育行事に使用す

る場合 

②五十河地区中学生の冬季通

学に使用する場合 

③小中学校の教育行事、クラ

ブ活動に使用する場合 

 

（管理） 

総務課 

運転 登録運転手に委託

（６人） 

①運行については、町の機関

の使用を優先し、空いている

ときには、事前に登録をして

いる公共的団体へ貸出しし

ている。 

②運転手は、町の登録運転手

のうちから選んで町から手

配している。 

③行先が、原則として京都府

内であり、使用が連続して2

日以内の場合。その他、町長

が特に使用を認めた場合。 

④使用料は、無料としている

が、登録運転手への謝礼及び

ガソリン代金は、使用団体が

負担しなければならない。 

 

①運行については、町の機関

の使用を優先し、空いている

ときには、事前に登録をして

いる公共的団体へ貸出しし

ている。 

②運転手は、町の登録運転手

のうちから選んで町から手

配している。 

①総務課の運転指令書により

職員と民間委託（京都ﾕﾆｵﾝ）

で運行 

 

(公用車の管理) 
①公用車総括管理 安全運転管理者。 
②マイクロバスの管理 総務課長 

 (公用車取扱責任者) 
①公用管理者は、管理する各公用車について公用

車取扱責任者を決定し､安全運転管理者に提

出 
②公用車取扱責任者は、公用車管理者の指示に従

い公用車の運行、整備その他公用車に関する

事務を処理 
(使用者の範囲及び運転者) 

①公用車を使用することができる者は、常勤の職

員、非常勤の職員その他職員以外の者で町が行

う視察、研修等に参加する者（運転は、職員） 

②マイクロバスの運転業務は、町内の者に委託 
(公用車の運行) 

①公用車の運行は、公用車管理者の承認が必要 
②公用車管理者は、安全運転管理者又は整備管理

者が運行上必要な事項について制限を付した

ときは、これにより運行 
③公用車の運行は、原則として日帰り（公用車管

理者が安全運転管理者の承認を得たときは、1
泊を限度として運行可能） 

④運行区域は、日帰りの場合にあっては京都府全

域及び京都府外でおおむね片道200キロメー

トルの範囲、宿泊を伴う場合にあっては1日当

たりの実走距離が400キロメートルの範囲

（公用車管理者が安全運転管理者の承認を得

たときは、その範囲を超えて運行可能） 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町マイクロバス使用規程 大宮町マイクロバス使用規程 中型・小型バスの使用許可に

関する取扱い規程 

丹後町バス使用規程 大型ﾊﾞｽ使用要綱 久美浜町公用自動車使用規程 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１―７ マイクロバスの取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ マイクロバス 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市におけるマイクロバスの利用にあたっては、峰山町の利用基準を新市の基準として、統一して活用を図る。 

 

   

 

各町の利用基準に差異がある。 

大宮町・弥栄町のみ、葬儀に利用している 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

○峰山町マイクロバス使用規程（昭和62年７月１日昭和62年度訓令第１号） 
（使用の範囲） 
第２条 マイクロバス使用の範囲は、次に定めるところによる。 
(1) 町の通常業務遂行上必要とする場合 
(2) 町職員が行事、研修、視察に必要とする場合 
(3) 町が主催する事業で特に必要と認める場合 
２ 前項の使用は、おおむね15名以上で日帰りを原則とする。 
（運行） 
第４条 マイクロバスの運行は、マイクロバス運転手台帳に登録された者が運転しなければ行うことがで

きない。 
（管理） 
第５条 マイクロバスは、総務課で管理する。 
２ マイクロバスの運転をした者は、次の事項を遵守し、総務課長に引き継がなければならない。 
(1) マイクロバスの使用後は、運行日誌に記録し報告すること。 
(2) マイクロバスの使用後は、必ず清掃点検すること。 
(3) 故障、破損等の場合は、その内容を明確にすること。 
(4) その他管理に必要なこと。 
（損害賠償） 
第６条 マイクロバスが事故に遭遇し、搭乗者（公務災害補償の適用を受ける者を除く。）が死亡又は負

傷したときは、マイクロバスが加入している保険の範囲内において補償するものとする。 
（その他） 
第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 基金 

（平成１５年度当初見込み） 
千円 千円

 

千円 千円 千円

 

千円 

財政調整基金・減債基金 １９７，１６０ １４３，３７０ ２５６，４７７ １９０，９８７ ４７６，４３６ ５２，５６３ 

  ※弥栄町は骨格予算  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

 財政調整基金・減債基金は、そのまま新市に継承する。 

 

 

３ 基金 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 基金 

（平成１５年度当初見込み） 

 

千円 千円

 

千円 千円 千円

 

千円 

特定目的基金（合計）     ２２０，２７３ １１２，７２１ ３８３，００５ ２６７，５５２ ９２，８６３ １５８，５０３ 

地域福祉基金、保健福祉基金 ① ３８，０８８ ５５，２５０ ４４，５５７ ７１，２７８ ６０，０００ ８１０ 

地域環境保全基金 ② － １０，０００ － － － － 

中山間ふるさと保全基金 ② ９，９０４ － － １０，０００ １０，３６３ － 

ふるさと水と土保全対策基金 ② － － － － － １０，１７４ 

みどりの環境基金 ② － １，０４５ － － － － 

町行造林管理基金 ② － １，９９８ － － － － 

中山間地域活性化推進基金 ② － － １０，２５３ ５２１ － － 

住宅建設事業基金 ③ ４０，１８９ － ２３，６８９ － － － 

体育施設整備基金 ③ ５５，４１８ － － － － － 

町立学校施設整備基金 ③ － － １４，２３３ ８９，９８２ － － 

奨学基金 ④ ４８，６９７ ３２，５０２ ２４，０７８ ４２，９７１ ２２，５００ ２９，６４３ 

災害救助基金 ⑤ － ３，１１７ － － － － 

油流出事故等災害対策基金 ⑤ － － ５，４７３ １１，５４４ － ４７，８０３ 

高額療養費資金貸付基金 ⑥ － ５，３８２ １０，０００ １０，０００ － ４，３１０ 

土地開発基金（土地） ⑦ ２７，９７７ ３，４２７ ２５０，７２２ ３１，２５６ － ６５，７６３ 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

特定目的基金については、統合整理を行い新市において必要な基金を創設する。 

 合併時に創設する特定目的基金 

   ①地域福祉基金 

   ②地域環境保全基金 

   ③地域づくり基金 

   ④奨学基金 

   ⑤災害対策基金 

   ⑥高額療養費貸付基金 

   ⑦土地開発基金 

 

３ 基金 

 

  特定目的基金 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 基金 

（平成１５年度当初見込み） 
千円 千円

 

千円 千円 千円

 

千円 

特別会計分  （合計） １８４，９２３ ８２，１６１ １０９，７０６ ４８，４００ １１８，２５１ ２５１，３４６ 

簡易水道 － １，６５９ ３５，９５５ － １５７ ３８，９８３ 

下水道事業 － － ９１６ － － － 

農業集落排水 － ８，０７８ － － ３１，８３０ ６，１０２ 

老人保健施設（介護サービス） － － － － ２５，００５ － 

国保財政調整基金 １４８，１５６ ５３，７８３ １１，９７４ ４４，４００ ５１，２５７ １６９，７７４ 

介護保険給付費準備基金 ３６，７６７ １８，６４１ ６０，８６１ ４，０００ １０，００２ ３６，４８７ 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

 特別会計分の基金は、そのまま新市に継承する。 

 

 

３ 基金 

 

 特別会計分 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 4

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 基金 

（平成１５年度当初見込み） 
千円 千円

 

千円 千円 千円

 

千円 

一部事務組合分（合計） （１４５，９２１） （８５，００５） （５０５） （１７，３３６） （１４，８９２） （４２６） 

峰山・大宮公共下水道組合 １７２，０４０千円  

 （関係町按分） （１１３，１７０） （５８，８７０） － － － － 

竹野川環境衛生組合 ８９，７４２千円  

 （関係町按分） （３２，３０７） （２５，７５６） － （１７，０５１） （１４，６２８） － 

丹後広域消防組合 ２，３０３千円  

 （関係町按分） （４４４） （３７９） （５０５） （２８５） （２６４） （４２６） 

 

  

（総合計） （７４８，２７７） （４２３，２５７） （７４９，６９３） （５２４，２７５） （７０２，４４２） （４６２，８３８） 

  

  



 4

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

 一部事務組合分の基金は、そのまま新市に継承する。 

 

 各基金の継承先は次のとおりとする。 

 

峰山・大宮公共下水道組合分 → 下水道特別会計 

竹野川環境衛生組合分    → 地域環境保全基金 

丹後広域消防組合分     → 災害対策基金 

 

３ 基金 

 

 一部事務組合分 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ 出資金 （最新） 千円 千円 千円 千円 千円

 

千円 

合計 １２０，２４９ １０２，４８７ １４４，３２８ １２８，４５７ ９４，１９６ １８０，５１７ 

北近畿タンゴ鉄道（株） ２２，２００ ２１，６００ ３３，８００ １１，０５０ １０，３５０ ３０，４５０ 

丹後リゾート総合企画（株） ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

（株）京都丹後ファーム ３００ ３００ ３００ ３００ ５，０００ ３００ 

（株）テンキテンキ村 － － － ４３，２００ － － 

（有）バイオテック弥栄 － － － － １，１５０ － 

（株）久美浜縣 － － － － － ６，０００ 

京都府農業信用基金協会 １，９４０ １，９００ １，９３０ １，６００ １，６１０ ３，０６０ 

（社）森とみどりの公社 １００ １００ １００ １００ １００ １００ 

（社）京都府農業開発公社 ９０ ８０ ８０ ７０ ８０ １００ 

京都府漁業信用基金協会 － － ６００ ３５０ － ２００ 

丹後地区土地開発公社 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

丹後地区森林組合 ９７ １，０００ － ４，０００ １３９ ２，０００ 

丹後地区森林組合（峰山財産区） ９７ － － － － － 

丹後地区森林組合（五箇財産区） ９７ － － － － － 

網野町森林組合 － － ３１０ － － － 

丹後地区広域市町村圏事務組合 ９４，８２８ ７７，００７ １０６，７０８ ６７，２８７ ６０，２６７ ８７，８０７ 

病院事業出資金（弥栄） － － － － １５，０００ － 

 

国保久美浜病院出資金（久美浜） － － － － － ５０，０００ 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

現行のまま新市へ継承する。 

 各町の出資金は、そのまま新市へ引き継ぎ、６町分を合わせて新市の出資金とする。 

 

 

４ 出資金 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

５ 出捐金 （最新） 千円 千円 千円 千円 千円

 

千円 

合計 ６１，５１２ ４０，５７６ ７８，０４２ ４５，４６３ ２０，２６９ ３７，４３５ 

京都信用保証協会 １１，４７３ １０，２６６ ２５，４２１ ７，６８１ ４，３５６ ６，０１４ 

（職）丹後地域職業訓練協会 ６００ ５，０００ ６００ ６００ ６００ ６００ 

（財）丹後地域地場産業振興センター ３００ ３００ １５，２００ ３００ ３００ ３００ 

（財）丹後地域産業振興基金協会 ３６０ ５３０ １，０８０ ３８０ ３３０ ３００ 

（財）京都府暴力追放運動推進センター ４７９ ３８０ ５４９ ３２６ ２８３ ４４１ 

（財）京都府国民年金福祉協会 ３００ ２，５００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

（財）丹後あじわいの郷 ５００ ５００ ５００ ５００ ３，０００ ５００ 

（財）京都府丹後文化事業団 ７，０００ ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ 

（財）ふるさと情報センター ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ 

京都府水産振興事業団 － － １３，２９２ １４，２７６ － ７，８８０ 

（財）峰山町公園緑化事業団 ２０，０００ － － － － － 

 

町社会福祉協議会（ボランティア基金） ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００ １０，０００ １５，０００ 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

現行のまま新市へ継承する。 

 各町の出捐金は、そのまま新市へ引き継ぎ、６町分を合わせて新市の出捐金とする。 

 

 

５ 出捐金 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 貸付金 （最新） 千円 千円 千円 千円 千円

 

千円 

地域総合整備資金 １０９，３１０ － ９１１，７５８ ５０，３９６ ３２０，３９０ ３６，４３８ 

暮らしの資金貸付金 ２，４８５ － １６，３４６ ６，４８４ － － 

奨学資金貸付金 － － ９４，７１７ － － １６，０９１ 

 

文化財保護資金貸付金 － － － － － ２，５００ 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

現行のまま新市へ継承する。 

各町の貸付金は、そのまま新市へ引き継ぎ、６町分を合わせて新市の貸付金とする。 

 

 

６ 貸付金 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 借入金 

（１５年度当初見込み） 
千円 千円

 

千円 千円 千円

 

千円 

（合計） （７，６１５，９５２） （７，５７６，７００） （１３，１３１，０２７） （９，９８８，３４６） （１２，５３０，５３７） （１７，０５９，２４６） 

普通会計地方債残高 ６，０３８，７９９ ５，３２４，５２４ ８，７３１，２１６ ６，００２，８７３ ４，３７８，９２０ ７，４０４，１６０ 

６町広域事業分地方債残高   

廃棄物広域処理 ３，０１１，２１５ － － － － － 

 （６町按分） （６０３，１４６） （４７３，６６４） （６９８，９０３） （３７３，０９０） （３１９，７９１） （５４２，６２１） 

地域イントラネット整備 － － ９０７，２００ － － － 

 

 （６町按分） （１５０，０２４） （１３２，３７７） （１２８，８６２） （１６７，４６２） （１５１，１０８） （１７７，３６７） 

特別会計分地方債残高   

上水道事業 ７５２，０４７ ７７９，６８６ ６７３，００９ ４１０，２５７ － － 

簡易水道 － ４２３，１９２ １，０８７，９６１ ８７６，０８１ １，５９０，４９１ １，７６６，０９６ 

宅地造成 ７１，９３６ － － － － － 

特定環境下水 － － １，８１１，０７６ １，７４０，８６４ － ３，８７６，４４６ 

農業集落排水 － ４３５，５５７ － １９４，５５５ ２，３８１，４１９ ３２５，２７３ 

漁業集落排水 － － － １１５，９０７ － － 

介護サービス － － － － １，３００，８２０ － 

病院 － － － － ２，４０７，９８８ ２，９６７，２８３ 

 

国保（直診） － ７，７００ － １０７，２５７ － － 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

現行のまま新市へ継承する。 

 各町の借入金は、特別会計分も含めてそのまま新市へ引き継ぎ、６町分を合わせて新市の借入金とする。 

 

 

１ 借入金 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 借入金 

（１５年度当初見込み） 
千円 千円

 

千円 千円 千円

 

千円 

一部事務組合分（合計） （５，３７９，９９６） （３，０００，４９３） （８７３，７６２） （９０１，６４９） （４８７，８１９） （１０８，９３９） 

奥丹後養老施設組合 ７１，３６５  

 （関係町按分） （１４，７７３） （１１，７７５） （１７，４８４） （７，７７９） （６，６３７） （１２，９１７） 

峰山・大宮公共下水道組合 ６，７０９，３２５  

 （関係町按分） （４，４１３，４６１） （２，２９５，８６４） － － － － 

竹野郡塵芥処理組合 １，４００，８１７  

 （関係町按分） － － （７４２，４３３） （３７８，２２１） （２８０，１６３） － 

竹野川環境衛生組合 ２，０５２，２１２  

 （関係町按分） （８５１，６６８） （６０７，４５５） － （４５１，４８７） （１４１，６０２） － 

丹後広域消防組合 ５１８，９３９  

 （関係町按分） （１００，０９４） （８５，３９９） （１１３，８４５） （６４，１６２） （５９，４１７） （９６，０２２） 

 

   

（総合計） （１２，９９５，９４８） （１０，５７７，１９３） （１４，００４，７８９） （１０，８８９，９９５） （１３，０１８，３５６） （１７，１６８，１８５） 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

一部事務組合の借入金は、そのまま新市に継承する。 

 

 各借入金の継承先は次のとおりとする。 

 

奥丹後養老施設組合分    → 一般会計 

峰山・大宮公共下水道組合分 → 下水道特別会計 

竹野郡塵芥処理組合分    → 一般会計 

竹野川環境衛生組合分    → 一般会計 

丹後広域消防組合分     → 一般会計 

 

１ 借入金 

 

  一部事務組合分 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財政分科会 

現                   況 

２ 債務負担行為（平成１５年度当初予算） 

 事         項 限 度 額（千円） 期  間  

商店街等活性化整備事業用地等取得事業 ４５，４５７ Ｈ８～１７年度  

峰山駅東口駅前広場用地取得事業 ６１，０００ Ｈ８～１６年度  

社会福祉施設建設用地取得事業 ３７，０００ Ｈ１４～１８年度  

特別養護老人ホーム ２６５，０００ Ｈ６～２５年度  

道路用地取得事業 １６，０００ Ｈ１５～１６年度  

峰山町 

長岡地内分譲住宅（第二期分）造成事業＜特会＞ ２０，０００ Ｈ１５～１６年度  

老人福祉施設用地購入 １０４，０００ Ｈ８～１９年度  

役場庁舎用地取得 １４３，０００ Ｈ９～１６年度  

営農飲雑用水整備事業融資償還助成 ５，９４８ Ｈ１０～３４年度  

営農飲雑用水整備事業融資償還助成 ４，５８５ Ｈ１１～３５年度  

老人福祉施設建設資金借入元金償還補助 ２３９，０１０ Ｈ１１～３０年度  

特別養護老人ホーム建設資金借入元金償還補助 ９７，７５０ Ｈ１１～３０年度  

土地改良施設維持管理適正化事業（２５期） ８，５００ Ｈ１４～１８年度  

職業訓練センター駐車場整備 ５０，０００ Ｈ１４～１９年度  

大宮町 

町道丸田線道路用地購入 １５，０００ Ｈ１５～１７年度  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

現行のまま新市へ継承する。 

 合併までに行った各町の債務負担行為は、そのまま新市へ引き継ぎ、６町分を合わせて新市の債務負担とする。 

 

２ 債務負担行為 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財政分科会 

現                   況 

２ 債務負担行為（平成１５年度当初予算） 

 事         項 限 度 額（千円） 支出年度  

施設整備に係る借入資金返済に対する補助金 ３０，０００ Ｈ８～２７年度  

京都府就農研修資金償還金助成事業 ３，６００ Ｈ９～１６年度  

町道阿原線道路改良事業用地取得費 所要額 Ｈ１１～２０年度  

農業振興総合整備事業 事業に要する経費の２５％以内 Ｈ１１～１７年度  

高齢者福祉施設整備に係る借入金返済金等に対する補助金 １８，２００ Ｈ１２～２１年度  

町道郷新田岡線道路新設改良事業用地 所要額 Ｈ１４～３２年度  

知的障害者通所授産施設整備に係る借入金返済金等に対する補助金 ５０，０００ Ｈ１４～２８年度  

丹後ふるさと病院への補助（利子分補助） 利子相当分 Ｈ１４～３４年度  

網野町新規就農研修資金償還助成事業 ３，６００ Ｈ１４～２５年度  

網野町 

広域営農団地農道整備事業負担金 定めた額 Ｈ１５～１９年度  

丹後町 特別養護老人ホームいちがお園建設資金償還補助金 １２２、１２０ Ｈ３～２２年度  

土地開発公社償還費 １１件 ６７０，０１１ Ｈ４～２２年度  

特別養護老人ホーム久美浜苑建設用地取得造成資金償還補助金 １４０，６２０ Ｓ６３～１９年度  

平成５、６年度農地利用増進事業損失補償 限度額 Ｈ５～１６年度  

平成８、１２年度農地利用増進事業損失補償 限度額 Ｈ８～２２年度  

人事給与システム ７，０８０ Ｈ１２～１６年度  

特別養護老人ホーム償還費補助（太陽福祉会） ３０，０００ Ｈ１４～３３年度  

積算システム ７３２ Ｈ１４～１６年度  

家屋評価システム ３，０８２ Ｈ１５～１９年度  

戸籍総合システム賃借料及び保守料 ２６，７１２ Ｈ１６～２０年度  

久美浜町 

最終処分場改修費 ７７７，０００ Ｈ１６年度  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（前ページから続き） 

 

２ 債務負担行為 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財産管理分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 土地開発公社所有 

  

土地筆数 ６筆 － １４６筆 － － ６２筆 

土地面積 ４，４７２．９５㎡ － ２６，５９５．００㎡ － － １０９，９８９．１０㎡ 

金  額 １０５，３７３千円 １２２，１００千円 １１８，３００千円 － － ３７９，８７２千円 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 債務 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

 現行のまま新市へ継承する。 

 

３ 土地開発公社有 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－１３ 町営バス事業の取扱い 整理番号 ２１―１３ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 町営バス事業 分科会名 企画分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 町営バス 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし   

①運営主体 

 

 

 

    弥栄町 

 経営方法 

  タクシー会社へ全面委託 

  専用バス1台は町有（メンテナンスも町） 

 委託料 H13実績 4,900千円 

久美浜町 

 運行業務を円滑に実施するため、運行に関する業務及び運賃の徴

収・収納に関する事務を、有限会社 久美浜観光園に委託。 

 委託契約額  ６，０４５，７３２ 円（１３年度）      

 委託契約期間  １年間 

川上線 １台 佐濃北線 １台    計 ２台 

②路線名     須川線 

等楽寺線 

川上線 

佐濃北線 

③路線概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    須川線 

 溝谷～鳥取～黒部～須川 

 

等楽寺線 

 溝谷～外村～等楽寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上線「かわせみ号」 

 ・上り（市野々～高龍中学校前～久美浜病院経由～久美浜駅） 

１日４便 

 ・下り（久美浜駅～久美浜病院～久美浜高校前～市野々） 

１日３便 

  （久美浜駅～久美浜病院～久美浜高校前～久美浜駅～久美浜病院

～市野々）   

１日１便 

佐濃北線「やまばと号」 

 ・上り（郷～海部小学校前～久美浜病院～久美浜駅） 

１日４便 

 ・下り（久美浜駅～久美浜病院～海部小学校前～郷） 

１日４便 

④路線数     2路線（一日3往復） 2路線 

⑤利用者数 

 

 

 

    2,576人（Ｈ12．9～Ｈ13．8） 

  須川線 ２，１１１人 

  等楽寺線  ４６５人 

 

・平成１２年度  

川上線  ７，６８８人、   佐濃北線 ６，１０６人 

・平成１３年度     

川上線 ７，５８５ 人、   佐濃北線５，８６４ 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

⑥利用増進関係事業     無し 

 

回数券発行（１冊 ２，０００円） ※乗車料１回２００円 

・一般券 １冊１１枚（回）綴り 

・学生券 １冊１３枚（回）綴り 

・施設券 １冊１３枚（回）綴り 

・障害者用券 １冊１５枚（回）綴り 

根拠条例・要綱・規則等     弥栄町営バス事業の設置並びに運行管理に関する規則 久美浜町営バス運行事業に関する条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－１３ 町営バス事業の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 町営バス事業 分科会名 企画分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 

（理由） 

 コミュティバスなどの市域全域への運行を考える時、路線及び料金の見直しも含め、また京都府の補助制度を見な

がら検討する。 

 

 

 

 

（参考）弥栄町料金 

距離（ｋｍ） 料金（円）

～１．５ ８０

１．６～２．９ ９０

３．０～３．９ １００

４．０～４．９ １１０

５．０～５．９ １２０

６．０～６．９ １４０

７．０～７．９ １５０

８．０～８．９ １６０

９．０～９．９ １８０

10．０～10．９ １９０

11．０～11．９ ２００

12．０～12．９ ２１０

13．０～13．９ ２２０

14．０～15．９ ２３０

16．０～16．９ ２５０

17．０～17．９ ２６０

 

久美浜町 一律２００円 

 

 

弥栄町と久美浜町にある町営バス事業をどのように継続していくか。 

 

 

 

バス事業者は、改正道路運送法によりこれまでの免許制から許可制へとバス事業参入への規制緩和が図られ、門戸は

開放されたものの、一方、いつでもバス事業から撤退できることにもなっており、不採算路線の切り捨てが容易になっ

たことからも、現状の町営バス路線は、市営バスとして維持する必要がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１ その他必要な事項に関すること 整理番号 ２１－１５－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １５ 指定金融機関の取扱い 分科会名 出納分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 指定金融機関 

 

 

 

    年間委託料 

    手数料 

 

 

 

 

京都銀行 

 

なし 

１０円＋消費税 

 

 

 

 

京都銀行 

 

なし 

１０円＋消費税 

 

 

 

 

京都銀行 

 

なし 

１０円＋消費税 

 

 

 

 

京都銀行 

 

なし 

１０円＋消費税 

 

 

 

 

京都銀行 

 

なし 

１０円＋消費税 

 

 
 
 
京都銀行 
 
なし 
１０円＋消費税 
 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１ その他必要な事項に関すること 整理番号 ２１－１５－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １５ 指定金融機関の取扱い 分科会名 出納分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案） 

 指定金融機関は、現行のまま新市に継承する。 

 

 

１ 指定金融機関 

 

   指定金融機関は、６町とも同一である。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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